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本日の内容

• １．Tウォッチの東日本大震災に関する取組
みの概要

• ２．放射能汚染測定活動の概要

• ３．放射能汚染測定結果

• ４．食品測定で分かったこと
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チェルノブイリ原発事故でベラルーシに測定器の支援活動と放射
能汚染調査に参加（１９９１～１９９４年）



東日本大震災で懸念される環境問題

• 最大規模（Ｍ９．０）の地震と大津波による被
害ー壊滅的な沿岸地域の破壊

• 死者は１５８４４人、行方不明者は３３９３人
（１２年１月１７日現在）

• 有害化学物質の流出

• 解体工事によるアスベストの飛散

• 福島第一原発事故による放射能汚染
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津波で海岸地帯の工場の被害が大き
い（石巻市大川地区・日本製紙）
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復興に向けて作業は続く
石巻と気仙沼、南三陸町（９月撮影）

6



Ｔウォッチの三井物産環境基金助成事業の
概要

• テーマ：被災地の有害化学物質汚染と放射能汚
染の実態調査と復興に向けた提案活動

• 期間：２０１１年１０月～２０１４年９月

• （先行活動期間３月～９月）

• 体制：①ＰＲＴＲ情報整理、広報グループ

• ②工場化学物質調査グループ

• ③放射能汚染測定グループ

• 調査内容：土壌汚染（重金属、ＰＣＢ、ダイオキシ
ン類、放射能）、放射能（食品、環境試料）



被災工場のＰＲＴＲデータの公表

⚫ Tウォッチの震災後の学習会で、被災地に提供
できる情報を検討

⚫ 日本の「化管法」には目的として掲げられて
いないが、アメリカのTRI導入時に目標の一つ
であった緊急時対応－Emergency Planning and 
Community Right-to-know－(ボパール事故、シ
リコンバレー溶剤汚染等)

⚫ 津波被災地域自治体のPRTR対象事業所と主要
な排出物質のリストアップとグーグルマップ
上のプロットを企画

⚫ 復興作業上の曝露リスク回避を意図



データ選択の基準
⚫ 青森県八戸市から福島県南相
馬市までの2008年届出データ
を利用

⚫ 煩雑さを避けるため、排出項
目がパターン化した石油卸売
業・燃料小売業、下水道業、
自動車卸売・整備業、一般廃
棄物処理業、下水道業を除外
、排出移動量1トン以上が目安

⚫ 企業名、事業所名、業種名、
所在地、排出・移動物質名を
147事業所リストアップ



後、2009年の環境省公開データを利用し、南限を千葉
県旭市まで364事業所に拡大(エクセル表のみ)



日本製紙（株）石巻工場
(ほぼ全壊)

パルプ・紙・紙加工品製造
▼ダイオキシン類、シクロヘキシルアミン、エチレングリコール



今回の事故について
• 安全神話の崩壊

• ①「冷やす」に失敗

• 緊急冷却装置ＥＣＣＳが作動せず

• ②「閉じ込める」に失敗

• 格納容器保護のために、意図的に放射性物質の混じる
蒸気を放出（ベント）

• 冷温停止作業のために高濃度汚染水を太平洋に放流

• 「五重の壁」はすべて破れた 燃料ペレット、燃料被覆管、
原子炉圧力容器、格納容器、原子炉建屋
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東北関東大地震と福島原発事故

• 最大規模（Ｍ９．０）の地震と津波による被害

• 発生した津波は想定外の大きさというが、過去（１１００
年前）に起きたという研究報告あり

• 福島原発は地震後、緊急停止したが、破損、電力喪失
による核燃料の冷却不能状態に陥る

• 多重防護、フェイルセーフシステムが崩壊した

• 自衛隊、消防庁など外部からの放水でかろうじて、冷却

• 燃料棒露出によるジルコニウムと水蒸気が反応し、水
素が発生、爆発

• 一部燃料棒破損（炉心溶融）による放射能の放出
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工程表の進捗状況

• 冷温停止時期を１か月繰り上げ

• ステップ２を年内(１２月）に終えたと発表

• １号機に放射能飛散防止カバーの設置

• 緊急時避難準備地域の解除ー避難者の帰
宅は進んでいない

• 高濃度汚染水の処理は継続

• 放射能汚染物除去対処特措法の制定で除染
作業の開始
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中長期目標の公表
（原子力委員会中長期措置検討専門部会）

• ２０１１年末 冷温停止状態を達成 廃炉作業本格化

• 原子炉建屋の除染、がれきの撤去

• 燃料取出しクレーンの設置

• ２０１４年まで 燃料プールから燃料取出し開始

• 格納容器の補修、冠水、炉内調査

• ２０２１年まで 原子炉から燃料取出し開始

• 燃料取出し完了 原子炉解体などを開始

• ２０４１年以降 廃炉完了



16



１～３号機はメルトダウンした？！
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核燃料の損傷は不明のまま
格納容器にまで落ちた核燃料（１１月３０日公表）
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原発には吹き付けアスベストが大量に使用されている、
今回の事故で飛散しているのは確実だが

（福島原発３号機と４号機）
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福島原発の今後の課題

• ①絵に描いた餅の「工程表」

• ②多くのジレンマ（注水量と格納容器圧力増
加、汚染水漏えい量など）

• ③困難な排水作業

• ④海の汚染拡大防止

• ⑤放射能汚染土壌の処理・処分・土地の放棄

• ⑥余震の脅威

• ⑦再臨界の危険性

• ⑧廃炉の問題
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2006/04/23 中地 重晴(環境監視研究所） 23

チェルノブイリ原発事故から２５年
（１９８６年４月２６日大爆発）



放射能汚染によって避難させられている地域
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Ｔウォッチの放射能測定の開始
• かつて中地がチェルノブイリ事故後、「たべものの放射
能をはかる会」（１９８９～２０００）で使用していた鉛の
遮蔽体を東京に移設

• 寿命で壊れていたマルチを新たに購入して、５月２０日
から３ｉｎＮａＩシンチレーションカウンターを稼働させた

• 東京で測定したものを、データ転送して、熊本で中地が
解析し、結果を報告する

• １日３～４検体程度、２ベクレル/ｋｇ程度まで測れる（暫
定基準レベルは１、２時間程度で測れる）

• 食品と環境試料（土壌、水など）を測定している

• 埼玉、静岡のお茶から暫定基準超える汚染確認
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Ｔウォッチの食品用放射能測定器
ＮａＩシンチレーションカウンター
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Ｔウォッチの測定活動の概況

• 実施期間：２０１１年５月２１日〜現在

• 測定形態：依頼測定と自主測定（助成事業の活動）

• 測定件数：約680件（２０１２年３月２１日現在）

• 土日を除く平日で１日約４検体の測定を実施

• 検査時間：7200秒、8000秒 10800秒および36000
秒

• 測定濃度レベル：定量下限２ベクレル/ｋｇ程度まで
測定が可能

• 測定対象：野菜、肉、飲料・水、茶葉、加工食品、果
物、穀物、土壌、落ち葉、その他



自主測定の実施方針

• 目的：放射能汚染は広範囲に存在し、地域ごとの汚
染レベルも明らかになりつつあるが、汚染地域の被
ばくをいかに低減させるかが大きな課題である

• Ｔウォッチでの測定活動は、汚染の実態を把握し、汚
染地域の農業を守る観点から、警告と対策を示して
いきたい

• 実施地域：①栃木県那須塩原市アジア学院

• ②埼玉県小川町

• ③神奈川県小田原市

• ④福島県川内村

• ⑤福島県二本松市、いわき市等



Ｔウォッチの測定結果のまとめ
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穀類（米、麦など）の測定結果



土壌の測定結果



測定結果からわかること
• 現在は、セシウム１３４、１３７による汚染が問題

• お茶の汚染は広範囲（静岡、所沢など）に及ぶ

• 降下物による葉物野菜の汚染は確実にある

• 根菜類は比較的低い

• 大豆、米、小麦の汚染も比較的ある

• 陰膳方式の測定の必要性あるが、公表結果は低め

• 土壌汚染は地域によって、偏在する

• かなり広範囲に放射能は飛散して、土壌に沈着

• 長期にわたり、たべものの汚染は残る

• 放射能汚染と付き合う時代の到来を認識すべき
32



土壌汚染の評価の目安

• 土壌はだいたい表面から５ｃｍ程度を採取

• １ｍ四方で、深さ５ｃｍの土壌を採取する、仮
に土壌密度を１．０とすると、５０ｋｇに相当す
る

• 土壌のセシウム濃度が○○ベクレル/kgであ

れば、５０倍すると土壌１㎡あたりの含有量が
求められる



航空機による土壌汚染モニタリング

• 文科省が各県ごとに、アメリカから借用した機
材で、公表始めた

• 東京、神奈川、福島、埼玉、千葉、栃木、茨
城、秋田、新潟、宮城、群馬、岩手、静岡、長
野、山梨、岐阜、富山、愛知、青森、石川、福
井

• １１月２５日現在２１都県
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航空機モニタリングの結果（栃木県）11.07.27



航空機モニタリングの結果（埼玉県）11.09.29



食品の放射能汚染の現状と課題
仙台市蒲生地区塩害で耕作断念した水田
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食品安全委員会の答申内容
（１０月２７日)

• ８月に答申案提案したが、多数のパブコメ意見
提出があり、答申案の再検討を実施

• 生涯累積ひばく線量の上限を１００ミリシーベル
トとし、厳格に運用するとの方針提案

• 食品からの被ばくを緊急時の５ミリシーベルトか
ら年間１ミリシーベルトとし、食品ごとの規制値を
見直す（一般食品、乳児用、水、牛乳）

• 乳児用（粉ミルク）等に新たな基準設定

• 外部被ばくとの整合性を取らずに、上限１ミリ
シーベルトとしたのは問題である



食品基準の見直し
年間１ミリシーベルトの内部被ばくを前提

種類 基準値（ベク
レル／ｋｇ）

飲料水 １０

牛乳 ５０

乳児用食品 ５０

一般食品（野菜、
穀類、肉、卵、
魚、その他）

１００
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牛肉の汚染問題について

• 原発事故直後、外で放置されていた稲わらを餌にし
ていた肉牛のセシウム汚染が判明

• 稲わら中のセシウム濃度、１万ベクレル/ｋｇ超

• 全頭検査の対象肉牛は福島、新潟、岩手、宮城県

• 仮に３０００ベクレル/kgの牛肉２００ｇ食べると

• 実効線量計数１．３×１０-5 （ｍSv/Bq）なので、

• ３０００÷２００ｇ× １．３×１０-5 ＝７．８μシーベルト
毎日食べれば２．８ミリシーベルト

• 内部被ばくの影響は少なくても毎日被ばくし続ける
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危機に瀕する日本の農業

• 葉物野菜（福島、北関東）、茶（神奈川、静岡）などに
続いて

• 稲わら、牛肉（福島、宮城、栃木）の汚染が深刻に

• 秋田県でコメリ、栃木県産の腐葉土から高濃度セシ
ウム検出

• 農林水産省が東北、関東、新潟、長野、静岡１７都県
に植物性堆肥、牛フン堆肥使用自粛要請

• その後、8月1日付けで、肥料、飼料に基準値設定

• 東日本で有機農業ができなくなる危機が到来

• 農業と農地を守ることを考えないといけない
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震災廃棄物の処理方針について
• 今回は阪神大震災と同様に、災害廃棄物とし
て、国が処理費用を全額（補助金９７．５％交
付税２．５％）負担する

• がれきを撤去後、仮置きして、分別して処分
している

• 木質系、コンクリがら、金属くずなど

• 極力分別、リサイクルをめざしている

• 地元自治体の処理能力には限界がある
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震災廃棄物の発生量

• 宮城県で約１６００万トン、岩手県で約６００万トン、
福島県で約２９０万トン、計約２４９０万トン（４月末の
推計）

• それ以外に茨城県や千葉県の津波や液状化などの
被害による廃棄物が約１００万トン、５県合計約３００
０トン

• 宮城県はヘドロ等の堆積物は災害廃棄物より多い
約２５５６万トンと推定している

• 放射性汚染廃棄物は推計できず
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放射性廃棄物の広域処理
• 福島県を中心とした震災廃棄物には放射能汚染の可
能性が高い

• 災害廃棄物安全評価検討会（非公開・８回開催）で検
討

• 東京等での焼却灰や飛灰中にセシウムが高濃度に含
有する場合あり

• 下水汚泥の焼却灰のレベルが高い

• 被災地域外での広域処理をしないと震災廃棄物の処
理が滞る

• 行政間協定で事前に了解している場合もある
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金町浄水場の上水の放射能濃度
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金町浄水場の発生土の放射能濃度
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金町浄水場の見学の感想

• 各所での空間線量率の測定を実施

• 汚泥の堆積場、トラックへの積み込みは開放系
で、粉じんの吸入対策が必要、保護具の着用

• 汚泥の飛散防止対策が必要

• 点検作業時の外部被ばくの可能性あり

• 敷地内植え込みの空間線量やや高いので、要
注意 できれば除去を

• 上水への流入を防止しているという観点でプラ
スに評価すべき
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東部スラッジセンターの汚泥の放射
能濃度（Ｂｑ/ｋｇ）

測定日 ヨウ素１３１ セシウム１３４ セシウム１３７ セシウム合計

５月１０～１２日 ９７ ５０４ ６２３ １１２７

５月１８～１９日 ９８ ４７０ ４９０ ９６０

６月６～７日 １００ ２７０ ３３０ ６００

６月２０～２１日 ５２ １００ ２４０ ３４０

７月４～５日 ４４ ６６ ５４ １２０

８月１５～１６日 １５０ １１０ １１０ ２２０

１０月６～１３日 ８５ １００ １４０ ２４０

１０月２４～２５日 ７９ １４０ １６０ ３００

１１月７～９日 ４３ ５４ ５６ １１０
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東部スラッジプラントの焼却灰の放射
能濃度（Ｂｑ/ｋｇ）検出限界不明

測定日 ヨウ素１３１ セシウム１３４ セシウム１３７ セシウム合計

５月１０～１２日 不検出 ８５００ ９９７０ １８４７０

５月１８～１９日 不検出 １１０００ １２０００ ３３０００

６月６～７日 １１０ ８７００ ７７００ １６４００

６月２０～２１日 不検出 ５６００ ６３００ １１９００

７月４～５日 不検出 ２９００ ３４００ ６３００

８月１５～１６日 不検出 ３８００ ４５００ ８３００

１０月６～１３日 不検出 ３８００ ４９００ ８７００

１０月２４～２５日 不検出 ３２００ ４１００ ７３００

１１月７～９日 不検出 １３００ １７００ ３０００
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東部スラッジプラント見学時の感想

• 汚泥、焼却灰の移送は自動化

• 粉じん曝露の可能性は灰出しホッパーのみだが、作
業回数少ない

• 吸入対策はダイオキシン類対策と同等に実施すれば
よい

• 点検作業時、外部被ばくの恐れあり

• 空間線量率の測定、蓄積被ばく線量の記録が必要

• 情報公開は不親切

• 雨水合流式で、海への流出を防止しているという観点
で、プラスに評価すべき
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下水道汚泥の管理型処分場の仮
置きの目安
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広域処理の推進に関するガイドライン（環境省
８月１１日付）

• 木くず等の可燃物は十分な排ガス処理設備が設置
されていれば、焼却は可能

• セシウムが８０００ベクレル／ｋｇ以下の主灰は一般
廃棄物最終処分場での埋立は可能（労働者の外部
被ばくは１ｍＳｖ／年以下に抑えられる）

• セシウムが８０００ベクレル／ｋｇを超える場合は国
による安全性が証明されるまで、処分場内で一時保
管する
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東部スラッジプラント見学時の感想

• 汚泥、焼却灰の移送は自動化

• 粉じん曝露の可能性は灰出しホッパーのみだが、作
業回数少ない

• 吸入対策はダイオキシン類対策と同等に実施すれば
よい

• 点検作業時、外部被ばくの恐れあり

• 空間線量率の測定、蓄積被ばく線量の記録が必要

• 情報公開は不親切

• 雨水合流式で、海への流出を防止しているという観点
で、プラスに評価すべき
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広域処理の推進に関するガイドライン（環境省
８月１１日付）

• 木くず等の可燃物は十分な排ガス処理設備が設置
されていれば、焼却は可能

• セシウムが８０００ベクレル／ｋｇ以下の主灰は一般
廃棄物最終処分場での埋立は可能（労働者の外部
被ばくは１ｍＳｖ／年以下に抑えられる）

• セシウムが８０００ベクレル／ｋｇを超える場合は国
による安全性が証明されるまで、処分場内で一時保
管する
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東京都の震災廃棄物の受け入れについて

• 東京都・宮城県・（財）東京都環境整備公社が協定を締結

• 宮城県からの廃棄物の種類・放射能測定結果をもとに、
宮城県女川町石浜の災害廃棄物破砕選別場のごみを受
け入れ

• 木くず等 約９５，０００トン 廃プラスチック約５，０００トン

• 石巻広域処理センターの流動床式溶融炉で試験焼却した
（焼却灰２３００、２２００Ｂｑ/ｋｇ 排ガス不検出）

• 都内自治体焼却炉と産廃業者（能力１００トン/日以上）を
公募、発注

• 同様に岩手県宮古市の災害廃棄物を産廃業者に公募

• （試験焼却結果 焼却灰１３３，１５１Bq/kg）
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参考 東京都の焼却炉実績

• 東京２３区一部事務組合 ２０施設

• セシウム 平均値３００５ベクレル/ｋｇ

• ９７４～１２９２０ベクレル/ｋｇ

• 多摩地区市町村一部事務組合 １７施設

• 平均値１７８１ ３３１～３４０９ベクレル/kg

• 産廃処理業者 １３業者

• 平均値１０３２ ５５～４２６０ベクレル/kg
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コンクリートで遮断処理方式のイメージ
（ダイオキシン低濃度汚染（1000～3000ｐｇ－TEQ/g）

土壌の封じ込め工事の例）
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震災がれきの受け入れ自治体再調査

• 環境省が１０月７日付で、震災がれき処理の協力自治
体を再調査

• 自治体名公表で市民の反対意見続出可能性あるので、
調査結果未公表を条件に実施

• 協力自治体が大幅に減少 約６０自治体に

• 全国で受け入れ自治体は４月調査（５７２自治体）の１
割程度に減少

• 昨年１１月から東京都のみ、受け入れ実施、宮城県、
岩手県と協定締結
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震災がれきの広域処理は難航

• 東京都のみ受入れ実施１１月初めから

• 放射性物質で汚染された廃棄物の処理を進めるた
めに廃棄物関係ガイドライン作成

• 国は震災廃棄物の広域処理を進めようとするが受
入れ自治体は少ない

• 受入れ表明自治体：横須賀市（神奈川）、島田市（静
岡）中之条町（群馬）、富山県、姫路市（兵庫）、関西
広域連合

• 検討中：大阪市、大阪府、北九州市

• 広域処理の実施のために、市民とのリスクコミュニ
ケーションは重要だが、放射能汚染地域の拡大をど
こまで認めるのかも検討する必要がある
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廃棄物関係ガイドラインの内容
（１２月 日公表）

• 廃棄物処理法に基づく処理、処分施設を有効活用して、
処理を進めるため、地方自治体、関係者向けに作成

• 福島原発からの放射性物質の汚染された廃棄物の処
理・処分を前提に

• ガイドラインは５部構成

• 汚染状況調査方法ガイドライン

• 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン

• 指定廃棄物ガイドライン

• 除染廃棄物関係ガイドライン

• 放射能濃度等測定方法ガイドライン
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広がらない広域処理
• 震災がれき広域処理受け入れ自治体
• 東京都のみ

• １月１６日環境省ウェブサイトに、「広域処理情報サ
イト」開設

• ２月 国から各自治体に対し、広域処理の協力要
請

• 受け入れ声明を出している自治体

• 山梨県（ガイドライン制定）、秋田県、神奈川県、大
阪府

• 八戸市、島田市、大阪市

• 広域処理の支援、国による費用負担明確化（３月５
日）



放射能汚染と付き合う社会の到来

• セシウム１３４とセシウム１３７の放出割合は１：１

• セシウム１３４の半減期（２年）なので、放射能汚染は、
２年後には半分になるが、

• セシウム１３７の半減期（３０年）から考えると放射能
汚染はなくならない １００年で１／１０に

• 汚染を避けて暮らすことを意識付ける

• 食品の汚染レベルは詳細（頻度、濃度）に測定する

• 食品と土壌汚染の情報公開を進める

• 並行して、土壌の除染作業を進める



ご清聴ありがとうございます
（岩波書店２月２８日発売 乞！ご一読）


